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住民説明会質疑記録 
件 名 住居表示住民説明会（稲越町） 

日 時 平成 31 年 1 月 27 日（日） 13:00～14:10 

場 所 市川市立稲越小学校 体育館 

出 席 者 住民 62 名 

市川市 総務部 

総務課 住居表示グループ 

総務部長、総務部次長 

総務課副参事 2 名、事務局員 2 名 

説明会概要 

• 開会 

• 総務部長挨拶 

• 内容説明 

• 質疑応答 

• その他（アンケート） 

• 閉会 

質疑応答内容 

Q1. マイナンバーカードの住所はどうなるか。それと稲越地区は信号がないが、外環が通った

関係で、坂の上の道路が混雑している。 

A1. マイナンバーカードについては市民課で所管している。住民票や印鑑登録と同様、協議を

していく。今後市民課と協議をつめて案内をする。 

また、信号の設置要望については警察が所管することなので回答は差し控えたい。 

 

Q2. 住居表示になった場合、カーナビやアプリの反映はすぐ行われるか。 

A2. 住居表示を２０２１年の２月頃に実施を予定しているが、おそらく即時的には反映され

ない。ただし、地図会社やカーナビの地図を作っている会社から、住居表示台帳の情報を

提供してほしいという依頼は定期的にあり、個人情報を抜いて提供している。今回も同様

に対応するので、住居表示実施以後に反映されるものと思われる。 

 

Q3. 地図に反映されなければタクシーや救急車が来ないという事態もありうると思うので、

検討してほしい。 

A3. 出来るだけ早めに地図については更新できるように、情報提供のタイミングを考えてい

きたい。 

 

Q4. 私は新潟県長岡市の出身だが、長岡市は城下町になっている。それで長岡市内に昔からの

町名で残っているところがあり、例えば呉服町やそれから大工町というのがあった。その

大工町は、近くに日本赤十字の病院があって、大工というのは住んでいるひとにしてみれ

ば良くなかったのか、日赤町に町名を変更した。ところが、日赤の病院というのは戦前か

らあったが、信濃川の向こう側に移った。日赤病院があるから日赤町にしたものの、現在
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もなお日赤町はそのまま残っている。今日の話を聞くと、今の稲越についてはそういうこ

とはないみたいだが、後で後悔することのないようにお願いしたい。 

A4. 今の意見は、大変貴重な意見だと思う。町名を変えるということになると、手続きを踏ん

でいかないといけない。また、一度変えるとなかなか元に戻せないので、慎重に検討をし

ていきたい。 

 

Q5. 住居番号について確認をしたい。街区を均等割りにして市役所の方から採番するという

ことだが、稲越町には昨今新しい一戸建て住宅、新築住宅は旗型地が多い。そうすると均

等割りにしたときに同じ住居表示番号になることが多くなると思うが、一戸ずつ枠が割

り振られるのか、それとも均等に割り振られた枠で振られるのか。同じ住居の番号が３つ

あった場合どうなるのか。 

A5. 住居番号については、「これまでに寄せられた質問と回答」の、３番のところに「同じ出

入口に出てくる建物の住居表示は同じになりますか」という質問があって、「同じ番号に

なる」という答えをしている。住居表示という制度は、右回りに等間隔に付番するため、

１・２・３というふうに並んでいて、例えば１と３の建物があった場合に、その間の建物

は２になる。また、１・２・３と並んでいて、１と２の間に仮に建物が出来るとなると、

１もしくは２が付く。住居表示という制度の中では、同じ住居番号が付くということは決

して珍しいことではない。なお、市川市の場合、平成２４年から住居番号の後に「－１」

を付ける枝番号制度というものを導入している。【枝番号の住居表示の例：市川市八幡一

丁目１番１－１号】 

稲越町の場合、新しい居宅は旗型地が多いため、同じ番号になると思われるが、今回の

実施の時にはなるべく、住居番号は１棟につき１番号で付けていきたいと考えている。 

 

Q6. アパートのオーナーへの住所変更の連絡は住民もしくは市が行うのか。 

A6. アパート、戸建に関わりなく、各世帯に「住居表示実施の時にお渡しするもの」を配布す

る。アパートオーナーには、市から通知する。また、地主で稲越町以外に住んでいる方に

も市から通知する。 

 

Q7. 町割案はすべて縦割案だが、横割案は検討しないのか。 

A7. 町割に使えそうな道路は、町割り案で示した国分高校の東側の南北道路、西側の南北道路

の他にも、稲越小学校の西側の南北道路や稲越小学校の北側の坂道になる東西道路があ

る。面積のバランスと街区の数のバランスを考えてこの案になった。街区とは何丁目何番

何号の何番の部分のことである。 

 

Q8. 住居表示審議会の委員構成はどうなっているのか。どのように選出したのか。 

A8. 住居表示審議会の委員構成については、市川市住居表示審議会条例の中で３区分に分か

れている。学識経験のある方が３名。市民が２名。関係行政機関、関係各機関の方が５名

となっている。会長は千葉商科大学の教授で、副会長は司法書士にお願いしている。もう
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一人の学識経験者として不動産鑑定士が入っている。市民については、平成２９年の夏に

総務課で公募を行い、応募があった２名の方を選出している。関係機関については、法務

局の市川支局長、市川警察署長、市川郵便局長、東京電力、NTT である。 

 

Q9. 住居表示審議会メンバーは公表しないのか。 

A9. 市のホームページ上で住居表示審議会委員の名簿を掲載している。また、併せてこれまで

の会議録も掲載している。 

 

Q10. 「⑥現地調査委託」の委託先はどこの業者なのか。何の調査を委託するのか。 

A10. 現地調査委託については一般競争入札で業者を選定する。住居表示を実施した実績の

ある会社が入札に参加してくるものと思われる。今までの入札の実績から市川市内には

住居表示を実施した実績のある業者はいないため、おそらく他市の業者が入札に参加す

ると思われる。委託の内容は、まず市議会の段階で町名と町割について決まるので、その

中の街区割と街区符号をどのように付けるのか、また各建物の住居番号をどのように付

けるのか、そして一人一人の住所をどうするのか、ということについて世帯調査を含めた

形で実施をすることになると思われる。 

 

Q11. 戸番標は実際に表示が変わったときに郵送か何かで家に届くのか。 

A11. 各世帯に１セットずつ配布をする。「住居表示実施の際にお渡しするもの」の７項目は

全て封筒に入れて手渡しを考えている。ただし、不在の場合は、郵送もしくはポストへの

投函等の方法を検討していく。 

 

Q12. 郵送もしくは市の職員が一戸ずつ訪問して配るということをこれから検討するのか。 

A12. 戸別の手渡しは、現地調査の委託業者にて実施する予定である。 

 

Q13. 「住所変更の無料ハガキ」について、各世帯によって関係者の人数が違ってくると思う

が、枚数は１０枚とか２０枚とか世帯ごとに決まった枚数で配布するのか。また、個人事

業主で知り合いとか関係者が多いのでもっと欲しいという要望もあがってくると思う

が、どのように対応するのか。 

A13. 住所変更の無料ハガキについては、各世帯に何枚配布するのかはまだ決めていない。枚

数と不足分については、郵便局と今後協議してお知らせする。 

 

Q14. 何丁目何番何号というのは決定事項なのか。全ての住居表示を個人個人で変えないと

いけない。その手数は相当大変だと思う。変更するのであれば、「稲越」っていう名前が

東京の隣でありながら、かなりローカルだと前から思っていたので名前も変えたい。アン

ケートには書いたが、変えたほうがいいという回答が４％しかなかったので、稲越という

名前はそれだけ愛着があったのだと改めて感じた。案として東国分中学校の方に春木川

という川があるので春木や、春木町という名前になったら、ほのぼのとして良いと思う。
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このアンケート結果をみると梨がついた名前も良いと思う。東国分中学校の方のことば

かり考えていたが、稲越小学校の校歌をみたら、最後に「稲越」となっているので、変え

てしまうと校歌も変えなきゃいけないのかもしれない。最初の質問に戻るが、何丁目何番

何号はもう決定ということで考えてよいか。 

A14. 住居表示を実施することが決定事項かということについては、昭和５８年に住居表示

を実施すべき区域として議決されているので、市としては実施をしていきたいと考えて

いる。ただ、個人個人の丁目番号が現時点で決定しているかというと、決定はしていな

い。これについては、今後現地調査委託の中で何番何号というものを決めていく。その時

期は早くても２０２１年の２月頃と考えている。 

 

Q15. 昭和６１年に南大野と堀之内っていうのを実施しているが、これについて南大野町や、

堀之内町が、町が無くなって一丁目二丁目になったのか。稲越町はどうなるのか。 

A15. 南大野はかつて大野町一丁目と大野町二丁目であった。今も大野町一丁目二丁目はあ

るが、その区域がもっと広く、その一部分が住居表示を実施して南大野に変わった。堀之

内は、かつては北国分町といわれていた。今の北国分の一丁目から四丁目までを含めて北

国分町が広くあった。北国分の一丁目から四丁目を住居表示実施したときに一部が北国

分町として残っていて、そこが堀之内という名前に変わった。堀之内という名前について

は、旧字の名前から付けた。 

稲越町の場合には、稲越という名前を残していくということになれば、稲越町の町を取

って、稲越一丁目・稲越二丁目・稲越三丁目になるかと思う。市川市にはかつて町と付い

ている名前の町が多かった。例えば市川町という町名が現在は市川一丁目から四丁目に

変わっている。また真間町から真間に、八幡町が八幡に変わっている。これまで町を取っ

て丁目をつけるという方法を採っているので、それに倣っていくのが良いと考えている。 

 

 


